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 大分県：地域の特徴を盛り込んだ形で検討を行う。 

 岩田委員：市町村での受入について、市町村の広域相互応援協定を結んでおく必

要がある。静岡県では、火山災害以外の災害時の対応を含めた協定を結んでいる。

協定の中には、役割・方法を定めているため、締結から 30 年近く経つが、機能

している。 

 大分県：県内の市町村も同様の協定を結んでいる。しかし、火山災害への認識は

低いため、協定の内容を確認しながら、市町村が協力し合える関係を構築してい

く。 

 岩田委員：要配慮者施設は、火山活動の推移によって、噴火警戒レベル 2や 3で

受入れ先や避難手段の調整を行い、レベル4で避難実施ということも考えられる。

火山活動の推移と避難対応の全体の動きをイメージしながら検討を進めてほし

い。 

 岩田委員：降灰の広域的な影響が受入れ市町村のライフラインにどう影響するか

も確認したほうがよい。 
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